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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 2月 15日 (2007.2.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 デ ジ タ ル 放 送 に 使 用 さ れ る 番 組 配 列 情 報 に 含 ま れ る 著 作 権 保 護 の た め の 権 利 保 護 情 報 で
あ る デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 及 び コ ン テ ン ト 利 用 記 述 子 の う ち の 少 な く と も 一 方 の 前 記
記 述 子 を ス ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 と 共 に 送 信 す る 放 送 送 信 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 記 述 子 が 改 ざ ん さ れ た か 否 か を 受 信 装 置 側 で 検 出 す る た め に 前 記 記 述 子 か ら 改 ざ ん
検 出 デ ー タ を 生 成 す る 手 段 と 、
　 改 ざ ん 検 出 デ ー タ と 、 前 記 受 信 装 置 に お け る 前 記 記 述 子 の 改 ざ ん 検 出 動 作 又 は 改 ざ
ん の 判 定 動 作 を 所 定 期 間 猶 予 さ せ る た め の 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と を 、 前 記 番 組 の ス ク ラ ン
ブ ル を 解 く た め の 鍵 の 情 報 を 含 む 番 組 情 報 に 多 重 す る 第 １ の 多 重 化 手 段 と 、
　 前 記 第 １ の 多 重 化 手 段 か ら の 前 記 番 組 情 報 を 暗 号 化 す る 暗 号 化 手 段 と 、
　 前 記 権 利 保 護 情 報 及 び 暗 号 化 さ れ た 前 記 番 組 情 報 を 前 記 ス ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 に 多 重
し て 伝 送 す る 第 ２ の 多 重 化 手 段 と を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 放 送 送 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 多 重 化 手 段 は 、 前 記 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と し て 、 前 記 デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記
述 子 及 び コ ン テ ン ト 利 用 記 述 子 を 含 む 権 利 保 護 情 報 の 運 用 系 と 、 前 記 番 組 情 報 の 運 用 系 と
の タ イ ミ ン グ の ず れ に 基 づ く 情 報 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 送 信 シ
ス テ ム 。
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【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の 多 重 化 手 段 は 、 前 記 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と し て 、 前 記 権 利 保 護 情 報 の 運 用 系
と 前 記 番 組 情 報 の 運 用 系 と の タ イ ミ ン グ の ず れ に 基 づ く カ ウ ン ト 値 を 設 定 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 に 記 載 の 放 送 送 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 は 、 Ｐ Ｍ Ｔ の 第 １ ル ー プ の み に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 放 送 送 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 デ ジ タ ル 放 送 に 使 用 さ れ る 番 組 配 列 情 報 に 含 ま れ る 著 作 権 保 護 の た め の 権 利 保 護 情 報 で
あ る デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 及 び コ ン テ ン ト 利 用 記 述 子 の う ち の 少 な く と も 一 方 の 前 記
記 述 子 を ス ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 と 共 に 送 信 す る 放 送 送 信 方 法 に お い て 、
　 前 記 記 述 子 が 改 ざ ん さ れ た か 否 か を 受 信 装 置 側 で 検 出 す る た め に 前 記 記 述 子 か ら 改 ざ ん
検 出 デ ー タ を 生 成 す る 処 理 と 、
　 改 ざ ん 検 出 デ ー タ と 、 前 記 受 信 装 置 に お け る 前 記 記 述 子 の 改 ざ ん 検 出 動 作 又 は 改 ざ
ん の 判 定 動 作 を 所 定 期 間 猶 予 さ せ る た め の 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と を 、 前 記 番 組 の ス ク ラ ン
ブ ル を 解 く た め の 鍵 の 情 報 を 含 む 番 組 情 報 に 多 重 す る 第 １ の 多 重 化 処 理 と 、
　 前 記 第 １ の 多 重 化 処 理 に よ っ て 得 ら れ た 前 記 番 組 情 報 を 暗 号 化 す る 暗 号 化 処 理 と 、
　 前 記 権 利 保 護 情 報 及 び 暗 号 化 さ れ た 前 記 番 組 情 報 を 前 記 ス ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 に 多 重
し て 伝 送 す る 第 ２ の 多 重 化 処 理 と を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 放 送 送 信 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ の 放 送 送 信 シ ス テ ム の 前 記 第 ２ の 多 重 化 処 理 か ら 送 信 さ れ る 多 重 化 信 号 を 受 信
す る 放 送 受 信 装 置 に お い て 、
　 受 信 し た 前 記 多 重 化 信 号 か ら 前 記 権 利 保 護 情 報 、 暗 号 化 さ れ た 前 記 番 組 情 報 及 び 前 記 ス
ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 を 分 離 す る 分 離 手 段 と 、
　 前 記 分 離 手 段 か ら の 番 組 の ス ク ラ ン ブ ル を 解 く デ ス ク ラ ン ブ ル 手 段 と 、
　 前 記 分 離 手 段 か ら の 前 記 暗 号 化 さ れ た 番 組 情 報 を 復 号 化 す る 復 号 化 手 段 と 、
　 前 記 分 離 部 か ら の 権 利 保 護 情 報 と 前 記 復 号 化 手 段 か ら の 前 記 番 組 情 報 に 含 ま れ る 前 記 改
ざ ん 検 出 デ ー タ と に 基 づ い て 、 前 記 権 利 保 護 情 報 の 改 ざ ん を 検 出 す る 改 ざ ん 検 出 手 段 と 、
　 前 記 復 号 化 手 段 か ら の 前 記 番 組 情 報 に 含 ま れ る 前 記 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と 前 記 改 ざ ん 検
出 手 段 の 検 出 結 果 と に 基 づ い て 、 前 記 権 利 保 護 情 報 の 改 ざ ん を 判 定 す る 改 ざ ん 判 定 手 段 と
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 放 送 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ の 放 送 送 信 シ ス テ ム の 前 記 第 ２ の 多 重 化 処 理 か ら 送 信 さ れ る 多 重 化 信 号 を 受 信
す る 放 送 受 信 装 置 に お い て 、
　 受 信 し た 前 記 多 重 化 信 号 か ら 前 記 権 利 保 護 情 報 、 暗 号 化 さ れ た 前 記 番 組 情 報 及 び 前 記 ス
ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 を 分 離 す る 分 離 手 段 と 、
　 前 記 分 離 手 段 か ら の 番 組 の ス ク ラ ン ブ ル を 解 く デ ス ク ラ ン ブ ル 手 段 と 、
　 前 記 分 離 手 段 か ら の 前 記 暗 号 化 さ れ た 番 組 情 報 を 復 号 化 す る 復 号 化 手 段 と 、
　 前 記 分 離 部 か ら の 権 利 保 護 情 報 と 前 記 復 号 化 手 段 か ら の 前 記 番 組 情 報 に 含 ま れ る 前 記 改
ざ ん 検 出 デ ー タ と 前 記 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と に 基 づ い て 、 前 記 権 利 保 護 情 報 の 改 ざ ん を 検
出 す る 改 ざ ん 検 出 手 段 と 、
　 前 記 改 ざ ん 検 出 手 段 の 検 出 結 果 に 基 づ い て 前 記 権 利 保 護 情 報 の 改 ざ ん を 判 定 す る 改 ざ ん
判 定 手 段 と を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 放 送 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 デ ス ク ラ ン ブ ル 手 段 は 、 前 記 改 ざ ん 判 定 手 段 の 、 デ ス ク ラ ン ブ
ル 処 理 が 制 御 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 又 は の い ず れ か 一 方 に 記 載 の 放 送 受 信 装
置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 改 ざ ん 判 定 手 段 は 、 前 記 デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 が Ｐ Ｍ Ｔ の 第 ２ ル ー プ に 配 置 さ
れ て い た 場 合 に も 前 記 デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 に 改 ざ ん が あ る と 判 定 す る こ と を 特 徴 と
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す る 請 求 項 又 は の い ず れ か 一 方 に 記 載 の 放 送 受 信 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 　 本 発 明 に 係 る 放 送 送 信 シ ス テ ム は 、 デ ジ タ ル 放 送 に 使 用 さ れ る 番 組 配 列 情 報 に 含 ま れ
る 著 作 権 保 護 の た め の 権 利 保 護 情 報 で あ る デ ジ タ ル コ ピ ー 制 御 記 述 子 及 び コ ン テ ン ト 利 用
記 述 子 の う ち の 少 な く と も 一 方 の 前 記 記 述 子 を ス ク ラ ン ブ ル さ れ た 番 組 と 共 に 送 信 す る 放
送 送 信 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 記 述 子 が 改 ざ ん さ れ た か 否 か を 受 信 装 置 側 で 検 出 す る た め
に 前 記 記 述 子 か ら 改 ざ ん 検 出 デ ー タ を 生 成 す る 手 段 と 、 改 ざ ん 検 出 デ ー タ と 、 前 記 受
信 装 置 に お け る 前 記 記 述 子 の 改 ざ ん 検 出 動 作 又 は 改 ざ ん の 判 定 動 作 を 所 定 期 間 猶 予 さ せ る
た め の 改 ざ ん 検 出 猶 予 情 報 と を 、 前 記 番 組 の ス ク ラ ン ブ ル を 解 く た め の 鍵 の 情 報 を 含 む 番
組 情 報 に 多 重 す る 第 １ の 多 重 化 手 段 と 、 前 記 第 １ の 多 重 化 手 段 か ら の 前 記 番 組 情 報 を 暗 号
化 す る 暗 号 化 手 段 と 、 前 記 権 利 保 護 情 報 及 び 暗 号 化 さ れ た 前 記 番 組 情 報 を 前 記 ス ク ラ ン ブ
ル さ れ た 番 組 に 多 重 し て 伝 送 す る 第 ２ の 多 重 化 手 段 と を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ９ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 例 え ば 、 著 作 権 保 護 処 理 部 ６ ０ １ ４ は 、 Ｏ Ｓ Ｄ 部 ６ ０ １ ６ を 制 御 し て 、 改 ざ ん が 行 わ れ

い る こ と を 示 す 警 告 の メ ッ セ ー ジ 表 示 を 表 示 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 の 警 告 メ ッ
セ ー ジ は 固 定 的 な メ ッ セ ー ジ と し て 著 作 権 保 護 処 理 部 ６ ０ １ ４ で 予 め 製 造 時 等 に 記 憶 し て
お き 、 著 作 権 保 護 処 理 部 ６ ０ １ ４ に 対 し デ ー タ 提 示 し て も 良 い し 、 番 組 配 列 情 報 Ｓ Ｉ ， Ｐ
Ｓ Ｉ の 一 部 と し て 放 送 側 か ら 提 供 さ れ た も の を 、 分 離 部 ６ ０ １ で 分 離 し て 使 用 し て も よ い
。
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